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（訂正）「株式分割、単元株制度の採用および定款の一部変更に関するお知らせ」 

の一部訂正について 

 

平成 23 年５月 31 日に公表いたしました「株式分割、単元株制度の採用および定款の一部変更に関す

るお知らせ」につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には、下線を付しております。 

 

記 

 

【訂正前】 

２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

 

現 行 定 款 変  更  案 

[新 設] （附 則   ） 

第１条 本定款変更の効力発生日は平成23年10

月１日とする。なお、本附則は効力発生後

これを削除する。 

 

３．日 程 

定款変更のための株主総会開催日   平成23年６月29日（水曜日） 

定款変更の効力発生日    平成23年６月29日（水曜日） 

 

【訂正後】 

２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

 

現 行 定 款 変  更  案 

[新 設] （附 則） 

第１条 現行定款第６条（発行可能株式総数）の

変更、変更案第８条（１単元の株式数）お

よび第９条（単元未満株主の権利制限）の

新設ならびに現行定款第８条ないし第41

条の条数変更の効力発生日は平成23年10

月１日とする。なお、本附則は効力発生後

これを削除する。 

 

 



 

３．日 程 

定款変更のための株主総会開催日   平成23年６月29日（水曜日） 

定款変更の効力発生日 

（１）現行定款第２条（目的）に係る効力発生日 

平成23年６月29日（水曜日） 

（２）現行定款第６条（発行可能株式総数）の変更、変更案第８条（１単元の株式数）および第９

条（単元未満株主の権利制限）の新設ならびに現行定款第８条ないし第41条の条数変更に係

る効力発生日 

平成23年10月１日（土曜日） 

 

 

以 上 


